






　通常の学級に在籍する障害のある児童生徒のうち、教室環境の整備や教材･教具の工夫だけでは、落

ち着いて学校生活を過ごすことや学力の定着を図ることが難しい児童生徒がいます。そのような児童生

徒に対して、各教科等の指導の他に、学習場面や生活場面で生じる困難を改善･克服するために、障害

に応じた特別の指導を「通級指導教室」（以下、通級）といった特別な場で受ける指導形態があり、そ

れを、「通級による指導」と呼びます。対象となる児童生徒の在籍校に設置されている通級で学ぶ場合

を「自校通級」といいます。また、他校にある通級に通って指導を受ける場合を「他校通級」、児童生

徒の在籍校に通級指導教室担当の先生(以下、通級担当教員)が巡回して指導を行う場合を「巡回指導」

といいます。通級は、多様な学びの場の一つとして重要な役割をもっています。
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　口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉における
リズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他こ
れに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。）で、通常
の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

　通級による指導を受ける児童生徒は、在籍校の教育課程に基づき、各教科等の授業を受けることが前

提となります。その上で、通級による指導を受けるために、特別の教育課程によることができるとされ

ており、在籍校校長の権限において特別な教育課程を編成します。他校で受けた指導でも、自校で行っ

た授業とみなすことができるのです。なお、他校通級の場合においても、教育課程の編成については、

在籍校が責任をもって行うことに留意する必要があります。

　特別の教育課程を編成する際、障害に応じた特別の指導を、在籍校の教育課程に「加える」、又は

「その一部に替える」という二つの方法があります。

　「加える」場合は、放課後等に行うため、基本的には通常の学級の授業を抜けることはありません。

「その一部に替える」場合は、通常の学級の授業を抜けて、通級による指導を受けることになります。

そのため、抜けた部分の学習を補う工夫（宿題や放課後に補習を行う等）が必要となります。ただし、

いずれの場合も、児童生徒に過度な負担がかからないように留意する必要があります。

　中学生になると、通級においても、将来を見据え
た目標をもてるよう自尊感情や自己肯定感を高める
指導が大切です。自己理解を深め、「できないこと」
に対応できる方法を身に付けることが必要です。ア
セスメントを基に、本人、保護者、通常の学級担任
と話し合い、教育課程を編成します。通級で学んだ
ことが通常の学級で発揮できるよう、教科担当との
連携は必須です。少しずつよい結果が現れることで、
生徒も自信をもち、笑顔が増えます。通級による指
導は生徒の成長を身近で感じることができる、魅力
的な教育です。
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　通級による指導は特別支援学校学習指導要領に示される自立活動の内容を参考にして行います。その

ため、通常の学級の授業の遅れを取り戻したり、予習･復習の目的で各教科の学習を取り扱ったりする

ことは本来の目的ではありません。

　通級による指導では、自分の特性を知り、その特性とうまく付き合っていくための学
習をしています。個々の特性に合わせて、自立活動６区分27項目の中から指導内容を選
んでいます。読み書きなどの指導もそうですが、自分の体をイメージしたり器用に動か
したりする力、見る力や聞く力、コミュニケーション力など、学習の基盤となる力を培
うことで、学習に向かう意欲の高まりが見られるようになります。

　個別の教育支援計画とは、教育、医療、福祉、労働等の関係機関が連携･協力を図り、障害のある児童生徒
の生涯にわたる継続的な支援体制を整え、それぞれの年代における児童生徒の望ましい成長を促すため、教育
機関が中心となって作成するものです。
　個別の指導計画とは、個々の児童生徒の実態に応じて適切な指導を行うために学校で作成されるものです。
個別の指導計画は教育課程を具体化し、障害のある児童生徒に一人一人の指導目標、指導内容及び指導方法を
明確にして、きめ細やかに指導するために作成するものです。

個別の教育支援計画を保護者と共に作成する際に
は、本人や保護者の願いを理解することが大切です。
“order”でなく“needs”を引き出すために、その子
の発達過程の見通しを伝えることが必要だと考えま
す。今できることをそれぞれの立場で考え、その願
いを実現できるようスモールステップでの取組を心
がけていきましょう。また、個別の指導計画には本
人や保護者だけでなく通常の学級担任の願いも反映
させて、通常の学級での適応力を向上させていきた
いものです。

環境の把握


